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  万引き ⇒ 窃盗罪 
 （刑法第２３５条） 
  １０年以下の懲役 
  又は５０万円以下の罰金 

 ご入学・ご進級おめでとうございます。 

 お子様もご家族様も新たな門出となり、喜

びや不安でいっぱいなことと思います。 

 ご家族が安心・安全に登下校し、遊びに出

かけられるように、防犯「４つの約束」をも

う一度確認してみましょう。 

 

◆ 「もしかして・止まる・見る・待つ・たしかめる」を合言葉に、子ども 

  さんに交通ルールやマナーを守る態度を身に付けさせましょう。 

◆ 通学路を子どもと一緒に歩くなど、具体的な場面で安全な通行 

  方法を教えるとともに子どものお手本となる行動をとりましょう。 

 今年の１月から２月にかけて行田

市内で空き家又は留守宅を対象

に、窓ガラスを割り又は無締りの場

所から侵入して室内を荒らす窃盗

事件が発生しています。 

 施錠の上、補助錠を付けるなどし

て侵入を防止しましょう。 

人も車も自転車も安心・安全埼玉県‼ 


